
第２号様式（第９条第３項関係）       令和６年度事故概要一覧表                    令和６年１０月～令和６年１２月 

                                              機関名         川崎市                  

発生・ 

受信月日 
調査月日 

発 生 場 所 事故区分 措置機関名 

原因者 

判明区分 
事故概要及び措置概要 

（被害の程度を含む） 

原因者に対す

る措置 

原因者の措置

の概要等 
水域名 派川名 場所等 

魚 

死 

亡 

油 

浮 

遊 

そ 

の 

他 

① 調査 

② 回収等対策 

③ 工場等指導 

10／17 

・ 

10／17 

10／17 

鶴見川 麻生川 麻生区 

古沢 

 

 ○ ① 環境局環境保全課 

環境局環境対策推進課 

麻生区役所道路公園センター 

② なし 

③ なし 

判明 

 

不明 

市民から麻生川で白濁水が流れている

と通報があり現地調査を行ったが、発生

源の特定には至らなかった 

 

10／23 

・ 

10／23 

10／23 

東京湾 水江運河 川崎区 

水江町 

 

 〇 

① 環境局環境対策推進課 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

 事業者から配管から油が漏洩し土壌に

浸透したと連絡があった。浸透した油は

事業者が浸透範囲を掘削し回収した。事

業者に対し、再発防止策等を記載した報

告書を提出するよう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

 

10／31 

・ 

10／31 

10／31 

鶴見川 麻生川 麻生区 

上麻生 

 

 ○ ① 環境局環境保全課 

環境局環境対策推進課 

麻生区役所道路公園センター 

神奈川県川崎治水センター 

② なし 

③ なし 

判明 

 

不明 

市民から麻生川で白濁水が流れている

と通報があり現地調査を行ったが、発生

源の特定には至らなかった 

 

10／31 

・ 

10／31 

10／31 

東京湾 水江運河 川崎区 

水江町 

  ○ 
① 環境局環境対策推進課 

海上保安庁 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

 事業者から配管が亀裂し活性炭が海上

に漏洩したと連絡があった。事業者に対

し、再発防止策等を記載した報告書を提

出するよう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

 

11／1 

・ 

11／1 

11／1 

東京湾 大師運河 川崎区 

浮島町 

  ○ 

① 環境局環境対策推進課 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

事業者から pH が基準超過したと連絡

があった。pH電極の汚れが原因だった。

事業者に対し、再発防止策等を記載した

報告書を提出するよう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

 

11／6 

・ 

11／6 

11／6 

鶴見川 麻生川 麻生区 

片平 

  ○ 
① 環境局環境保全課 

環境局環境対策推進課 

麻生区役所道路公園センター 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

建設緑政局北部都市基盤整備事務所 

判明 

 

不明 

市民から麻生川が濁っていると通報が

あり、現地調査を行った。原因はトンネ

ル工事排水を凝集沈殿させる前に河川に

放流してしまったことによるものだっ

た。事業者に対し、河川の土砂の清掃と

再発防止策等を記載した報告書を提出す

るよう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

 



発生・ 

受信月日 
調査月日 

発 生 場 所 事故区分 措置機関名 

原因者 

判明区分 
事故概要及び措置概要 

（被害の程度を含む） 

原因者に対す

る措置 

原因者の措置

の概要等 
水域名 派川名 場所等 

魚 

死 

亡 

油 

浮 

遊 

そ 

の 

他 

① 調査 

② 回収等対策 

③ 工場等指導 

11／7 

・ 

11／7 

11／7 

鶴見川 早野川 麻生区 

早野 

 ○  
① 環境局環境対策推進課 

麻生区役所道路公園センター 

消防局麻生消防署 

② 麻生区役所道路公園センター 

消防局麻生消防署 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

市民から工事現場から油が流れている

と通報があった。原因は軽油が入った容

器を誤って倒してしまい、側溝から水路

へ流出してしまったことによるものだっ

た。油は吸着マットで回収した。事業者

に対し、再発防止策等を記載した報告書

を提出するよう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

11／8 

・ 

11／8 

11／8 

多摩川 五反田川 多摩区 

栗谷 

  ○ 

 

① 環境局環境保全課 

環境局環境対策推進課 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

市民から五反田川の生田駅付近で黄土

色の水が流れていると通報があり、現地

調査を行った。原因は事業者が普段使用

していない予備のポンプを使ったことに

より残っていた泥を巻き上げた可能性が

あるとのことだった。事業者に対し、再

発防止策等を記載した報告書を提出する

よう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

12／2 

・ 

12／5 

12／5 

東京湾 大師運河 川崎区 

浮島町 

 

 ○ 

① 環境局環境対策推進課 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

事業者から大腸菌群数が基準超過した

と連絡があった。事業者に対し、原因究

明を行い、再発防止策等を記載した報告

書を提出するよう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

 

12／14 

・ 

12／16 

12／16 

東京湾 水江運河 川崎区 

水江町 

 

 〇 

① 環境局環境対策推進課 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

 事業者から現場作業中に使用していた

ホースが破れ薬剤と油が漏洩し土壌接触

したと連絡があった。漏洩した薬剤と油

は事業者が回収した。事業者に対し、再

発防止策等を記載した報告書を提出する

よう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

 

12／16 

・ 

12／16 

12／16 

多摩川 宮内排水

樋管 

中原区 

宮内 

 

○  ① 環境局環境保全課 

環境局環境対策推進課 

上下水道局中部下水道事務所 

国土交通省京浜河川事務所 

② 上下水道局中部下水道事務所 

③ なし 

判明 

 

不明 

京浜河川事務所のパトロールが宮内排

水樋管から多摩川へ油が流れているのを

発見した。油は中部下水道事務所がオイ

ルフェンス等で回収した。現地調査を行

ったが、発生源の特定には至らなかった。 

 

12／16 

・ 

12／16 

12／16 

鶴見川 麻生川 麻生区 

上麻生 

 

 ○ ① 環境局環境保全課 

環境局環境対策推進課 

麻生区役所道路公園センター 

麻生警察署地域課 

神奈川県川崎治水センター 

② なし 

③ なし 

判明 

 

不明 

市民から麻生川が白く濁っていると通

報があった。現地調査を行ったが、発生

源の特定には至らなかった。 

 



発生・ 

受信月日 
調査月日 

発 生 場 所 事故区分 措置機関名 

原因者 

判明区分 
事故概要及び措置概要 

（被害の程度を含む） 

原因者に対す

る措置 

原因者の措置

の概要等 
水域名 派川名 場所等 

魚 

死 

亡 

油 

浮 

遊 

そ 

の 

他 

① 調査 

② 回収等対策 

③ 工場等指導 

12／14 

・ 

12／17 

12／17 

東京湾 大師運河 川崎区 

浮島町 

 

 ○ 

① 環境局環境対策推進課 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

事業者から pH が基準超過したと連絡

があった。11/1 の事故と同様。事業者に

対し、原因究明を行い、再発防止策等を

記載した報告書を提出するよう指導し

た。 

関係機関が指

導を行った。 

 

12／17 

・ 

12／17 

12／17 

東京湾 大師運河 川崎区 

浮島町 

 

 〇 

① 環境局環境対策推進課 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

 事業者からナフサを送油する配管の点

検中に漏洩を覚知したと連絡があった。

配管下の草地に漏洩した油は事業者が回

収した。事業者に対し、再発防止策等を

記載した報告書を提出するよう指導し

た。 

関係機関が指

導を行った。 

 

12／18 

・ 

12／18 

12／18 

東京湾 水江運河 川崎区 

水江町 

 

 〇 

① 環境局環境対策推進課 

② なし 

③ 環境局環境対策推進課 

判明 

 

不明 

 事業者からタンクヤード内の配管から

油が漏洩し土壌に接触したと連絡があっ

た。漏洩した油は事業者が回収した。事

業者に対し、再発防止策等を記載した報

告書を提出するよう指導した。 

関係機関が指

導を行った。 

 

合 計  

   

 ２ 13   

  

 


